
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
の
は
、
４
月
１
日
現

在
、
65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年

金
所
得
に
か
か
る
住
民
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人

で
す
。
た
だ
し
、
年
金
か
ら
は
所
得
税
の
ほ
か
、

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等

が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
税
金
・

保
険
料
を
差
し
引
い
た
う
え
で
、
残
り
の
年
金
額

か
ら
該
当
す
る
住
民
税
額
を
引
き
落
と
せ
る
人
に

限
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
対
象
と
な
る
人
の
住
民
税
の
納

付
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
、
新
た
な
税
の
負
担

が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

４
月
１
日
現
在
で
65
歳
の
人
は
、
今
年
の
10
月

支
給
の
年
金
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

次
の
人
に
つ
い
て
は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

●
１
月
１
日
以
降
、
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人

●
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
金
額
の
年
額
が
18
万

円
未
満
の
人

●
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
て

い
な
い
人

●
引
き
落
と
さ
れ
る
住
民
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金

等
の
額
を
超
え
る
人
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■問
税
務
課
（
7
６
５
‐
６
５
２
４
）

公
的
年
金
か
ら
の
住
民
税
の

引
き
落
と
し(

特
別
徴
収)

に
つ
い
て

平成26年度住民税の主な改正点
■問税務課(7６５－６５２４)

◆均等割額の引き上げ

東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体

が実施する防災事業に必要な財源を確保するため、

平成26年度～35年度までの10年間、均等割額の税

額が1,000円引き上げられます。

◆給与所得控除の見直し

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額となります。

【
よ
く
あ
る
質
問
】

Ｑ．

対
象
と
な
る
住
民
税
額
は
？

Ａ．

公
的
年
金
所
得
に
対
す
る
住
民
税
額
の
み
で
す
。

給
与
所
得
や
事
業
所
得
な
ど
か
ら
計
算
し
た
住
民
税

額
が
あ
る
場
合
、
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
、
ま
た

は
納
付
書
、
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ．

引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
ら
な
い
年
金
は
？

Ａ．

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
非
課
税
の
年
金
か
ら

は
、
住
民
税
の
引
き
落
と
し
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ．

引
き
落
と
し
が
中
止
と
な
る
場
合
は
？

Ａ．

引
き
落
と
し
開
始
後
、
市
外
へ
の
転
出
や
税
額
の

変
更
、
年
金
支
給
停
止
な
ど
が
発
生
し
た
時
は
引
き

落
と
し
が
中
止
と
な
り
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
前
述
以
外
の
理
由
で
年
金
か
ら
の
引
き
落
と

し
の
中
止
を
希
望
さ
れ
て
も
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

区分

市民税（均等割）

県民税（均等割）

合計

平成25年度まで

3,000円

1,800円

4,800円

平成26年度から

3,500円

2,300円

5,800円

市
で
は
、
環
境
省
が
呼
び
か
け
る
「
Ｃ
Ｏ
２
削
減
／
ラ
イ

ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
あ
わ
せ
、
６
月
21
日
（
夏
至

の
日
）
と
７
月
７
日
（
ク
ー
ル
ア
ー
ス
・
デ
ー
）
に
、
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
施
設
や
家
庭
の
照
明
な
ど
を
一
斉
に
消
灯
す
る
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

日
頃
ど
れ
ほ
ど
照
明
を
使
用
し
て
い
る
か
を
実
感
し
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
ま
し
ょ

う
。

【
と
　
き
】
６
月
21
日
（
土
）、
７
月
７
日
（
月
）

両
日
と
も
20
時
〜
22
時
の
２
時
間

【
内
　
容
】

・
家
族
み
ん
な
が
１
つ
の
部
屋
で
過
ご
す
こ
と
で
、
電
灯
の

使
用
を
最
小
限
に
抑
え
る
。

・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や
事
業
所
の
電
灯
を
消
す
な
ど
。

※
詳
細
は
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
で
。

h
ttp
://fu

n
to
sh
are.en

v.go
.jp
/co
o
learth

d
ay/

気
軽
に
相
談
を

市
で
は
、
契
約
ト
ラ
ブ
ル
や
製
品
事
故
・
多
重
債
務
な
ど

で
困
っ
て
い
る
人
の
相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す
。

◆
受
付
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
休
日
除
く
）
９
時
〜
16
時

悪
質
業
者
に
ご
用
心

昨
年
度
、
多
く
寄
せ
ら
れ
た
相
談
の
一

つ
に
「
健
康
食
品
の
送
り
つ
け
商
法
」
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
以
前
注
文
が
あ

っ
た
健
康
食
品
を
送
る
」
な
ど
と
電
話
が

か
か
り
、
注
文
し
た
覚
え
の
な
い
商
品
を

強
引
に
購
入
さ
せ
ら
れ
る
悪
質
な
手
口
で

す
。
怒
鳴
り
つ
け
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

恐
怖
を
感
じ
た
人
も
い
ま
し
た
。

悪
質
業
者
は
い
ろ
い
ろ
な
手
口
で
皆
さ

ん
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
被
害
に
遭
わ
な
い

た
め
に
、
次
の
こ
と
を
日
ご
ろ
か
ら
意
識

し
て
く
だ
さ
い
。

①
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
。

②
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
理
解
す
る
ま
で
、
徹
底
的
に
業
者
に

質
問
す
る
。

③
契
約
は
急
が
ず
、
契
約
す
る
前
に
家
族
や
消
費
生
活
相
談

窓
口
に
相
談
す
る
。

④
儲
け
話
な
ど
、
う
ま
い
話
を
信
用
し
な
い
。

出
前
講
座

市
民
の
み
な
さ
ん
が
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
よ

う
、
出
前
講
座
も
行
っ
て
い
ま
す
。
自
治
会
や
老
人
会
等
な

ど
の
会
合
に
合
わ
せ
て
、
右
記
窓
口
ま
で
気
軽
に
申
込
み
く

だ
さ
い
。

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
１
回
日
曜
日

（
原
則
第
４
日
曜
日
）
に
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
ゴ
ミ
の

持
込
み
を
ク
リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
、
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
ト
お
よ

び
伊
香
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
で
受
付
け
て
い
ま
す
。

◆
受
付
時
間
（
各
施
設
と
も
）

８
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時
30
分

■問
環
境
保
全
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
３
）

長
浜
市
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

■問
環
境
保
全
課
消
費
生
活
相
談
窓
口
（
7
６
５
‐
６
５
６
７
）

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
・
多
重
債
務
な
ど
の
相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す

今
月
の
ゴ
ミ
の
持
込
み
日
は

６
月
22
日
（
日
）
で
す

【
家
庭
で
で
き
る
節
電
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
】

１．

こ
ま
め
に
ス
イ
ッ
チ
オ
フ

２．

使
用
し
て
い
な
い
時
は
コ
ン
セ
ン
ト
を
抜
く

３．

エ
ア
コ
ン
の
設
定
温
度
、
風
向
き
を
調
節

４．

冷
蔵
庫
の
開
閉
時
間
を
短
く
、
詰
め
込
み
す
ぎ
な
い

５．

照
明
の
明
る
さ
や
点
灯
時
間
を
調
節

６．

テ
レ
ビ
の
主
電
源
オ
フ
、
明
る
さ
調
節

７．

生
活
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す

平成25年度相談件数（全561件）の内訳

訪問販売・電話勧誘

店舗契約・その他

多重債務相談　

324件(内ネット関係59件)

179件

58件

問
合
せ
先

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
業
務
課

（
7
６
２
‐
７
１
４
３
）

環
境
保
全
課
　
　
（
7
６
５
‐
６
５
１
３
）

※県民税の均等割のうち800円は琵琶湖森林づくり

県民税です。


